
　この補償金は、ハンセン病元患者家族の被っ
た精神的苦痛を慰謝するためのものです。
　秘密は守られます。まずは、お電話ください。

❖補償金額
　180万円または130万円
　※対象要件によって変わります。 詳しくはこちら▶

　令和11年11月21日
　厚生労働省補償金担当窓口　☎03‐3595-2262
　〈受付〉 10時～16時 ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

　世帯の状況や所得を確認するために必要な手
続きです。8月上旬に案内をお送りしますので、期
限までに福祉総務課窓口に提出をお願いします。

❖児童扶養手当現況届
　　8月30日㈮
　※「一部支給停止適用除外届(緑色の用紙)」の案内が届いている方
　　は、現況届と併せて提出してください。

❖特別児童扶養手当所得状況届
　　8月23日㈮

　子育てスマイルセンター(庁舎1階 福祉総務課内)
　☎43‐0408

　低所得妊婦の経済的負担の軽減と、妊婦の状
況を把握し、必要な支援につなげることを目的
に、妊娠判定の検査などの初回産科受診費用を
助成します。

　下記全てに該当する方
　□初回産科受診をした日に加東市に住民登録
　　がある方
　□住民税非課税世帯に属する方または同等の
　　所得水準である方
　健康課に必要書類を持参
　□申請書兼請求書
　　※母子手帳交付時に健康課窓口でお渡しします。

　□受診した医療機関が発行した領収書(原本)
❖助成額
　上限 10,000円

　健康福祉部健康課(庁舎2階)　☎43-0435

❖特別障害者手当、障害児福祉手当 〈5月～7月分〉
　⇒ 8月9日㈮
❖重度心身障害者(児)介護手当 〈4月～6月分〉
　⇒ 8月23日㈮

　健康福祉部社会福祉課(庁舎1階)　☎43-0409

❖特別児童扶養手当 〈8月期〉
　⇒ 8月9日㈮

　子育てスマイルセンター(庁舎1階 福祉総務課内)
　☎43‐0408

　令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度(対象者、支給額等)が変わります。

❖ 多子加算制度も変わります ❖
〈変更前〉
　子の人数のカウント対象は『高校生
　年代(18歳になる年度末)まで』

〈変更後〉
　子の人数のカウント対象は『大学生
　年代(22歳になる年度末)まで』

～ 下記の人は申請が必要です ～

⬩手当を受給していない方で、高校生年
　代(平成18年4月2日生まれ)までの子を
　養育している方

⬩手当を受給している方で、大学生年代
　(平成14年4月2日生まれ)までの子を3
　人以上養育している方

⬩手当を受給している方で、高校生年代
　の子を養育している方
　※高校生年代の子と同居している方または令和6年度
　　現況届で別居している高校生年代の子の「別居監護
　　申立書」を提出された方は、申請不要です。

❖申請方法
　□オンライン申請
　□子育てスマイルセンター
　　(福祉総務課)に必要書類を郵送また
　　は持参
　※公務員の方は、自身が勤める職場で申請となります。
　　詳細は、各職場担当者にご確認ください。

❖必要書類
　世帯の状況によって異なります。
　詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。

❖申請期限
　8月30日㈮

問子育てスマイルセンター(庁舎1階 福祉総務課内)　☎43-0408

　広報かとう7月号 6ページ『個別検(健)診』に掲
載している検診協力医療機関の一覧に誤りがあ
りました。

　訂正し、お詫び申し上げます。

正しくは、こちら▶


